
★ 

広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
十
一
号
）
（
建
築
指
導
室
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ
指
定
確
認
検
査
機
関
に
よ
る
確
認
審
査
報
告
に
お
い
て

添
付
書
類
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行

っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日 


